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１．はじめに 

 当社は，「柏崎刈羽原子力発電所１号機に関する報告徴収について」（経済産業省 平成

21年 2月 19日）等(※1)に基づき，柏崎刈羽原子力発電所１号機第 10回定期検査時に行わ
れた原子炉水位計装配管取替工事（以下，「本件工事」という）について，調査を実施した。

本報告書は，一連の報告徴収，報告指示を踏まえ，調査結果を取りまとめたものである。 
※1 「柏崎刈羽原子力発電所１号機に関する報告徴収について」（平成 21年 2月 19日，2月 26日，3月

11 日受領）（核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 67 条第１項及び電気事業法

第 106条第１項の規定に基づく報告） 

「柏崎刈羽原子力発電所１号機において平成 10年に確認されたき裂に関する報告について（指示）」

（平成 21年 3月 13日受領） 

更に，「平成 10年に東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第 1号機において確認されたひびに関す

る報告について（追加指示）」（平成 21年 6月 16日受領） 

 
２．調査検討体制 

 図－１に調査検討体制を示す。 
 当初，原子力品質監査部と専門的な立場から原子力・立地本部に属する原子力品質・安

全部が社内で保管している当該工事の工事報告書，検査記録等の関連文書を調べるととも

に，社員への聞き取りを行った。 
また，発注先メーカ及び工事実施メーカで保管している記録等を取り寄せて調べるとと

もに，必要に応じ両社に対し聞き取りを依頼し，結果の報告を受けた。 
その後，調査に透明性・客観性を確保するため，原子力立地・本部から独立した組織で

ある原子力品質監査部，原子力部門以外の社内法務部門・企画部門も参画した「柏崎刈羽

原子力発電所１号機 水位計装配管取替工事に関する調査検討委員会」（主査：常務（原子

力品質監査部担当））を設置して，本報告書を取りまとめた。 
 報告書取りまとめに当たり，関係者の記憶が薄いこと及び更なる公正性の確保のため，

事実関係の調査を社外の専門家である弁護士に依頼した。３名の弁護士は，社外調査団を

編成し社内関係者の聞き取りを行うとともに上記発注先メーカ及び工事実施メーカの調査

結果等も精査のうえ，それらに基づき事実関係を認定した。 
 
３．事象の概要 

 柏崎刈羽原子力発電所１号機で第 10回定期検査（平成 10年 10月～平成 11年１月）時
に，計画的な工事として，蒸気凝縮槽の高さを下げ，水位計装配管（Ｎ14 計装配管）を取
り替える工事が行われた。取り替えのため，計装ノズルセーフエンド（以下，「Ｎ14ノズル
セーフエンド」という）に接続する配管を接続部分で切断し，切断面を浸透探傷試験（PT）
したところ，指示模様（ひびの存在）が確認された。本件工事担当箇所のグループマネー

ジャー（以下，「GM」という）は，開先加工（溶接準備のために溶接面を削る加工）をし
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てひびがなくなれば，そのまま工事を続行すること，発注先メーカに対し工事続行を指示

した。指示模様が確認された部分をリング状に切断後に開先加工した結果，ひびは完全に

除去された。 
なお，GMは本件工事施工前においても水位計装ノズルからの蒸気漏れはなく，機能低下

には至っていなかったこと，開先加工によりひびが解消していること及びひびの原因が溶

接時の施工不良であると判断されたことから，国への報告を要する事案ではないと判断し

た。 
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４．調査検討結果 

以下の４項目について調査を実施した。 
（１）現時点における技術基準適合性 
（２）補修等の措置に係る当時の施工状況 

（３）本件の不適合管理状況及び原子力安全・保安院に報告を行わなかった理由 
（４）き裂（ひび）の発生要因の特性等 

 
（１）現時点における技術基準適合性 

Ｎ14 ノズルセーフエンドの現時点における技術基準への適合性を検討するため， 
以下の確認を行った。 

 
ａ．検査による健全性確認 
目視試験（MVT-1），放射線透過試験（RT）及び超音波探傷試験（UT：要求寸法を
満足しているかを確認するため）により，現時点でのノズルセーフエンド／配管取り

合い溶接部廻りの健全性の確認を行った。 
その結果，ひび等の欠陥は確認されず，開先部の寸法は図面に示される要求寸法を

満足していることが確認された。（資料－１参照） 
 
ｂ．解析による健全性確認 
第 10 回定期検査時の水位計装配管取替において実施したＮ14 ノズルセーフエンド
の加工によるノズルセーフエンドの強度上への影響を解析により確認した。 
その結果，JSME「設計・建設規格」(2005)で規定される許容応力を満足しているこ

とを確認した。（資料－２参照） 
 
以上のａ．およびｂ．の確認結果から，Ｎ14 ノズルセーフエンドには有意な欠陥はな

く，強度上も許容値を満足していることから，現時点では技術基準に適合しているもの

と判断できる。 
  なお，念のため当該１号機のＮ14ノズルセーフエンドと同様の形状のＮ12，Ｎ13ノズ
ルセーフエンドについても RT及び UTを行い，健全であることを確認した。 

 
（２）補修等の措置に係る当時の施工状況 

本件工事は，米国原子力規制委員会（NRC）の改善要求文書（Bulletin93-03,1993.
5.28）の反映として，計画的に行われたものである。NRCは，文書の中で，蒸気凝縮
槽に蓄積した非凝縮性ガスの影響によって，原子炉の減圧時に原子炉水位計が誤った

指示を出す可能性に言及し，改善策の検討を要求している。 
上記を踏まえ，改善策として，蒸気凝縮槽を計装配管と同じレベルに設置し，計装
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配管を太く短くすること等の工事を実施した。 
具体的には，計装ノズルセーフエンド（配管側）から蒸気凝縮槽間の計装配管の取

り替えを実施した。配管取替えの手順は，当社及び発注先メーカ・工事実施メーカに

残る記録を調査した結果から，以下の通りである。（表－１参照，具体的な作業内容は，

資料－３参照） 
 
まず計装配管取替のためにセーフエンド部を切断し，切断面の PTを実施した際，４
箇所（Ｎ14A,B,C,D）のノズルセ－フエンドのうち３箇所（Ｎ14B,C,D）のノズルセー
フエンド部に PT指示模様を確認した。それを踏まえ，指示模様の有無によらず４箇所
（Ｎ14A,B,C,D）のノズルセ－フエンドについて，指示模様が確認された部分をリング
状に切断，開先加工面の PTを実施し，問題ないことを確認した。リング状の切断片に
ついては，この検査とは別に詳細調査を実施した。なお，当時の運転パラメータを確

認したところ，原子炉格納容器内露点温度，放射能濃度及びドライウェルサンプ水位

の変動は認められず，漏えいは見られなかった。 
続いて，開先面と新しい配管の開先合わせ検査を実施，当該部を溶接後に PT，耐圧
試験等を行い，問題のないことを確認した。その後，発電設備技術検査協会の立会に

よる溶接検査を受検し，合格した。 
本指示模様の発生原因については，N14 ノズルセーフエンドの設置箇所が，狭隘部
であったことから，比較的溶接作業がしにくかったことによる建設当時の施工不良に

起因する溶接割れであると考えられた。したがって，同様に狭隘部のために溶接作業

性の良くないＮ12，Ｎ13ノズルセーフエンドのうち，Ｎ13ノズルセーフエンドについ
て試験的に UTを実施した結果，一部に指示信号が確認された。 
しかし，Ｎ14ノズルセーフエンドで UT指示信号が確認された箇所であっても，PT
では指示模様は確認されず，実際にはひびが存在しない箇所が見受けられたことに加

え，Ｎ13ノズルセーフエンドで確認された指示信号は，Ｎ14ノズルセーフエンドで確
認されたものと比較して全般的に低いものであった。したがって，Ｎ13 ノズルセーフ
エンドにひび発生の可能性は低いと考えられたこと，及び約１年後の第 11回定期検査
の際にＮ12，Ｎ13ノズルセーフエンドについては配管取替が当初より計画されていた
ことを勘案し，念のため次回定期検査までＮ12，Ｎ13ノズルセーフエンドの各溶接部
にファーマナイト樹脂を注入することにより，万一ひびが貫通する事態に至った場合

においても，蒸気の漏えいを予防する措置を実施した。 
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表－１ 当時の施工状況 

作業内容 
No※ 

作業項目 当社立会（確認）状況 
備考 

1 マーキング   
2 配管切断，ボス抜き   

3 切断後 PT  
Ｎ14B,C,Dに指示模様を確認 
指示模様の記録なし（※１） 

4 ノズル先端・内面 PT  
Ｎ14B,C,Dに指示模様を確認 
指示模様の記録あり(工事実施メーカ
記録のみ。当社記録なし。)（※１） 

5 ノズル先端部 UT  
Ｎ14B,C,Dに UT指示を確認 
UT指示の記録あり(工事実施メーカ記
録のみ。当社記録なし。)（※１） 

6 先端部切断・整形   

7 新開先面 PT 
要領書：立会 
記 録：立会記録なし 
（記録確認の記録はあり） 

Ｎo.8と同時に実施。 

8 
開先面検査 
開先合せ検査 

要領書：立会 
記 録：立会記録なし 
（記録確認の記録はあり） 

○Ｇ立会(注 1) 

（○Ｇ立会記録あり） 
 

9 溶接   

溶接後 PT 
要領書：立会 
記 録：立会記録あり 

○Ｇ立会 
（○Ｇ立会記録あり） 

10 
溶接後 RT 

要領書：記録確認 
記 録：記録確認の記録あり 

 

11 
耐圧試験 
外観検査 

要領書：立会 
記 録：立会記録あり 

○Ｇ立会 
（○Ｇ立会記録あり） 

12(1) 切断片 UT  
Ｎ14B,C,Dに UT指示を確認 
UT指示の記録あり(工事実施メーカ記
録のみ。当社記録なし。)（※２） 

12(2) 
サンプル調査 
（Ｎ14B,Dについて実施）

 
Ｎ14B, Dにひび割れを確認 
調査結果記録あり(発注先メーカ記録
のみ。当社記録なし。)（※２） 

（注１）：『○Ｇ立会』とは，『発電設備技術検査協会』による立会を指す。 
（※１）：本工事の工事施工要領書及び工事施工報告書において当社の立会または記録確認

事項ではなかったことから当社の記録なし。 
（※２）：本工事の範囲外で調査を実施したことから当社の記録なし。 
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（３）本件の不適合管理状況及び原子力安全・保安院に報告を行わなかった理由 

ａ．社外調査団が認定した事実関係 
 １） 工事進行に関する事実経過 
平成１０年 

   １１月３日    工事下請会社（株式会社ＩＨＩ）が，Ｎ１４ノズルの既設配管切断作
業開始。 

  １１月５日   工事担当グループマネージャー（以下「ＧＭ」という）は，工事元請
会社（株式会社東芝）から，Ｎ１４ノズルの切断面（全４カ所中の３

カ所）にひび（以下「本件ひび」という）が存在している旨の報告が

あったことを受け，部下を現地確認に向かわせ，浸透探傷試験（以下

「ＰＴ」という）指示（ひびの存在）の状況を確認させた。その結果

は，ＧＭに報告された。 
１１月６日   ＧＭは，工事元請会社との協議を踏まえ，上記ひびについては，Ｎ１

４ノズルの開先加工をすることによりなくなるかどうかを確認し，ひ

びがなくなれば，そのまま工事を続行することに問題はないと判断し，

当該方針を工事元請会社に伝えた。また，同時に，現段階では国への

報告を要する事案ではないと判断した。 
  １１月９日   ＧＭは，今回取替工事が予定されていないＮ１２，Ｎ１３ノズルにつ

いて，工事元請会社と協議の上，ファーマナイト樹脂注入の方針の是

非の検討を行った。 
  １１月１１日  工事下請会社が，Ｎ１４ノズルの先端を切断し，開先面のＰＴを実施

した結果，ひびの存在は認められなかったため，ＧＭは，配管取替工

事を続行することを決定した。 
          また，ひびが除去されたことから，国への報告を要する事案ではない

と判断した。 
  １１月１３日  工事下請会社が，Ｎ１４ノズルと新設配管の溶接作業実施。  
   １１月１６日  工事下請会社が溶接検査を受検，合格。 

１１月２５日  工事元請会社より，本件ひびの原因調査の中間報告。 
また，このころ，ファーマナイトによる対応の当否の検討結果の説明

を受け，ＧＭは，Ｎ１２，Ｎ１３につきファーマナイト樹脂を注入す

る措置をする旨決定･実施した。 
  １２月１６日頃 ＧＭは，工事元請会社から，本件ひびの原因調査結果について報告を

受け，溶接割れであるとの判断が裏付けられたことから，本件は国へ

の報告を要する事案に該当しないと確定的に判断した。 
  １２月２１日  工事終了。  
 



 

8／18 

２） Ｎ１４ノズルの工事続行決定と国への報告の必要なしと判断するに至る経緯 
  （ａ）本件ひびの発生原因についての認識 

ＧＭは，本件ひびの存在が判明した直後の段階から，Ｎ１４ノズルの素材で

あるＳＵＳ３１６の性質（応力腐食割れを起こしにくい）や部位（液体との接

触がなく振動も少ない）から，本件ひびの原因については，疲労や応力による

腐食ではなく，溶接時の施工不良（溶接割れ）である可能性が高いと考えてい

た。 
 
  （ｂ）工事続行の可否についての判断 
      ＧＭは，工事元請会社と協議した結果，配管取替工事においては，通常の処

理過程として開先面を削り込んだり切断したりして処理することから，本件に

おいても，ノズルの先端をひびがなくなるまで切断・削り込みすることとした。

そして，その結果，ソケット部の深さが「電気工作物の溶接に関する技術基準

の細目を定める告示」が規定する基準（９．６mm）以下になった場合には，ノ
ズル自体を交換する必要が生じ，工事認可を取り直すことを検討することにな

るが，上記基準を確保できるのであれば，そのまま工事を進めて問題ないと判

断した。このように判断した理由は，本件ひびの原因と思料された溶接割れは，

溶接段階の施工不良に起因するものであり，入熱管理など施工をきちんとすれ

ば起こりにくいこと，開先面を切断の上溶接した場合，その安全性については，

溶接検査という過程を経ることにより担保されることにあった。 
なお，当時の東京電力職務権限再配分規程では，工程の承認について，「特に

重要なもの（定期検査工程，建設工事主要工程等）」は発電所長権限，「重要な

もの（他部門との調整が必要なもの等）」は保修部長権限，「上記以外のもの」

は GM 権限と規定されているところ，上記判断事項については，GM の権限で
ある「上記以外のもの」に該当すると解される。さらに，実際に開先加工した    

結果，ソケット部の深さは上記基準を満たしており，また，溶接検査も滞りな

く終了しているところ，ＧＭは，これら一連の過程において，何か問題が生じ

た旨の報告を受けることもなかったため，その後も，自らのなした上記判断に

誤りはないものと認識していた。 
 

  （ｃ）原因調査の必要性・目的  
上記のとおり，本件ひびの原因は，当初の段階から，溶接作業時の施工不良

に起因するものと考えられたが，万が一，異なる原因によるものであった場合

には，別途何らかの対応が必要となる可能性があることから，工事元請会社と

協議の上，慎重を期して，工事元請会社において工事と並行して詳細な原因調

査を実施することとした。 
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その結果，第１０回定期検査終了前に，溶接作業時の施工不良に起因するひ

びであり，進展性も認められないことが再確認され，その旨が工事元請会社か

らＧＭに報告された。そこで，ＧＭは，本件ひびの原因は溶接割れであると自

らが判断したことに誤りはなかったと再認識した。 
なお，その調査結果を記載した書面が，工事元請会社から東京電力に交付さ

れたか否かについては解明に至らなかったが，少なくとも東京電力の保存文書

中には存在しない。また，東京電力において，当該調査のために費用を拠出し

た形跡も特段認められないことからすると，当初から正式な書類として提出さ

れなかった可能性が高く，上記書面を意図的に破棄・隠蔽したことを疑わせる

に足る事情は認められなかった。 
 

  （ｄ）国への報告義務についての判断 
      ＧＭは，本件に関し，国への報告義務の有無について，「原子力発電所におけ

る安全確保対策の強化について」（昭和 52 年３月３日通産大臣通達）により報
告を求められている「軽微な事象」に該当するか否かも含め検討した結果，蒸

気漏れがなく水位計装ノズルの機能低下に至っていなかったこと，開先加工に

よりひびが解消していること，ひびの原因が溶接時の施工不良であると判断さ

れたことから，国への報告を要する事案ではないと判断した。  
 
（ｅ）不具合報告書の未作成について 

      当時の工事共通仕様書によれば，設備器機等の点検で不具合が発見された場

合は，工事元請会社は，「不具合報告書」を提出することとされていた。 
      しかし，本件ひびについては，工事元請会社及び同下請会社のいずれからも，

「不具合報告書」は提出されていない。 
 
ｂ．本件の不適合管理状況 
平成 10年当時，工事中に発見された不適合については，請負会社から不具合報告書
として工事担当箇所に報告され，原因究明，対策立案，処置が行われる運用となって

おり，これらの不具合報告書については台帳管理されていた。 
しかし，本件については不具合報告書での報告はされておらず，不具合報告書台帳

にも記載がないことを確認している。この理由として，本件は計装配管の取替工事の

過程で発見された指示模様であり，その後の開先加工により除去されていることから，

報告されなかったものと考えられる。 
当時の不具合管理は，現在の不適合管理とは異なり，不具合として報告すべき事象

に対して統一された考えはなかったが，一般に工事中に発生した不具合事象により追

加工事（追加契約）が発生した場合や，その事象に起因して次回定期検査時において
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工事を実施する必要が生じた場合に不具合報告書を作成する運用となっており，不具

合報告された内容に対する原因究明，対策立案，処置についての審議・検討は不具合

報告を受けた工事担当箇所の GMが責任者となって判断を実施していた。 
この運用からすると，当該計装配管の取替工事の過程で発見された本指示模様は，

その後の開先加工により除去されており，追加工事の発生はなく次回定期検査時に工

事をする必要もなかったことから，不具合報告書は作成されなかったものと考えられ

る。 
また，本件は前述のとおり，計装配管の取替工事の過程で発見された指示模様で，

その後の開先加工により除去されたこと，また原因調査の結果，溶接割れの可能性が

高いと考えられたことから，運転停止中の１号機の同様の箇所のみ念のため対策を講

ずるに止まり，他プラントに対する点検等の水平展開を行う必要はないと判断し，更

に MIS（社内の不具合情報共有のためのツール），NICS（当時電力中央研究所にて情
報集約されていたトラブル情報データベース）といったツールを用いた情報共有につ

いてもなされなかったものと考えられる。 
しかしながら，本事例は当時使用実績の少ないＳＵＳＦ３１６（低炭素）に発生し

た事象であったということに鑑みれば，原子力発電所の安全運転の観点から，当時実

施した原因究明結果も含めて当社はもとより，他事業者に対しても情報を共有し，本

件の知見を役立てることが望ましかった。また，各号機の定期検査の際に類似箇所に

ついて順次点検を実施しておくことが望ましい対応であった。 
なお，原因調査結果に関する書類が，当社には保管されなかった理由については，

当社は調査のための費用を支払うための契約変更を行っておらず，このため契約に基

づく正式な書類として提出されなかった可能性が高く，当該書類を意図的に破棄・隠

蔽したことを疑わせるに足る事情は認められなかった。 
しかしながら，詳細な調査が行われていることからみると，本件原因調査の目的は，

Ｎ14 にとどまらず，同じ材料を使用している他の部位に同様の問題が生ずる可能性を
調査する点にあったものと推察され，その知見を共有し，将来問題が生じた場合に備え

るためには，非公式な調査として処理せず，当該調査結果を調査記録として提出させて

保存すべきだった。 
 

＜参考：現在の不適合管理，情報共有＞ 

現在の不適合管理は，運用方法を明確にマニュアルに定め，通常状態と逸脱した事象全てを

幅広く抽出し，不適合管理委員会の中で事象の重要度等を審議するといった多面的な評価を実

施している。また，重要度に応じて（最も重要であると判断された事象に対しては発電所所長

が，最も低い重要度のものは GMが責任者）原因究明，対策立案，処置をすることとなってお

り，厳正適確な運用が行われている。加えて，事業者間の情報共有においても，電力から電力

中央研究所へ情報を提供する運用であった NICS に代わり，事業者間で明確な運用ルールを定
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めた上で，電力自らが詳細情報の入力を行う NUCIA（原子力施設情報公開ライブラリー）によ

り原子力発電の品質に係わる情報共有が図られる運用となっている。なお，これらは保安規定

においても明文化し，明確なルールとして運用されている。 

 
ｃ．原子力安全・保安院に報告を行わなかった理由 
１）平成 10 年当時報告を行わなかった理由 

ＧＭは，蒸気漏れがなく水位計装ノズルの機能低下に至っていなかったこと，開先

加工によりひびが解消していること，ひびの原因が溶接時の施工不良であると判断さ

れたことから，国への報告を実施しなかった。 
しかしながら，  
・ひびの原因が特定されていない 11 月６日の時点で，「開先加工することによりひ
びがなくなれば，そのまま工事を続行することに問題はない」と安易に判断して

しまったこと 
・ひびの原因がほぼ断定され，割れの進展がないことが確定されたのは，12 月 16
日頃であったことに鑑みると，それまでの間は「機能低下のおそれがなかった」

という確定的な判断が出来なかったはずであること 
   ・当時使用実績の少ないＳＵＳＦ３１６に発生した事象であったこと 
また，「国として通達報告対象事象に該当すると判断した可能性が高いと考える」との評価

を受けたことを踏まえると，国に対して情報提供さえしていない当時の対応については，

当社としても真摯に反省している。 
   なお，平成 14年９月にまとめた「当社原子力発電所の点検，補修作業に係るＧＥ社
指摘事項に関する調査報告書」では，本件が発生した平成 10年頃は，当社の保修部門
全体に「スケジュールどおりに定期検査を終わらせて自分たちの電源を系統に復帰さ

せる」ことに強い意識が働いていた結果，「安全性に問題がなければ，国へのトラブル

報告はできるだけ行いたくない」という雰囲気のあった時代ではあったが，本件につ

いて国に報告を行わなかった理由は，前述のとおりである。 
 
２）平成 14 年における総点検で本事案が抽出されなかった理由 

平成 14年の総点検は，原子力安全･保安院からの文書｢自主点検作業の適切性確保に
関する総点検について｣（平成 14･08･30 原院第 2号）により，当社が行った自主点検
作業について，これまで適切に実施されていたか，客観的証拠に基づき調査を行うよ

うに指示を受けた。この指示に基づき，平成 14年 9月 20日に「原子力施設にかかる
自主点検作業の適切性確認に関する総点検計画書」を原子力安全･保安院に提出したが，

その後の原子力安全･保安院からの指示文書「原子力発電所再循環配管に係る点検・検

査結果の調査について」（平成 14・09・20 原院第 20号）及び「原子力施設にかかる
自主点検作業の適切性確保に関する総点検の今後の進め方について」（平成 14・09・
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25 原院第 1 号）も踏まえ，３発電所における自主点検作業などについて第三者機関
による点検過程，点検結果の確認も行い大掛かり（約 5 ヶ月，約 796 万ページの報告
書類，約 14,800人日）で厳格な記録点検調査を実施し，その結果を取纏めて，平成 15
年 2月 28日に原子力安全･保安院に最終報告した。 
この記録点検調査は，当時供用中の設備・機器に関する点検，修理及び改造工事に

関する当社及び工事施工会社が保有する報告書類（工事報告書，委託報告書等）につ

いて，原子炉圧力容器等の重要な機器については，平成 14 年９月 20 日を起点として
過去 14年間を調査対象期間として，以下の観点で行った。 
・当社保有の検査成績書，工事報告書及び工事施工会社保有の工事報告，工事記

録間に矛盾または必要な技術情報の削除等はないか。 
・電気事業法に照らして，工事計画の認可申請または届出が必要であるにもかか

わらず，これを行わずに工事を実施していないか。 
・技術基準適合維持義務違反はないか。 
・電気事業法，原子炉等規制法および大臣通達による軽微な故障等の報告基準に

基づく国への報告が適切に行われているか。 
・国に約束した対策・工事が確実に行われているか。 
 
本件工事は，この記録点検調査の対象だったので，当時，上記観点からの調査を

行っているが，書類上，当社保有の工事報告書類と発注先メーカ保有の工事報告書

類に問題となる不整合はないことに加え，本件が工事認可・届出を要する工事でも

なく，また，技術基準に違反する事実もなかったことから，抽出されなかった。 
     

３）平成 18 年における総点検で本事案が抽出されなかった理由 

平成 18年の総点検は，経済産業省からの指示「発電設備の点検について」（平成 18･
11･30 原院第 1 号）により当初進めてきたが，その過程で発見されたデータ改ざん等
の事案を踏まえ，「検査データの改ざんに係る報告徴収について」（平成 18･12･05 原
第１号）及び「検査データの改ざんに係る追加の報告徴収について」（平成 19･01･31 原
第 21号）に基づき調査をした。 

   具体的には， 
・計器・プロセス計算機等のデータ処理に関する調査 
・法令・安全協定に基づく記録類に関する調査 
・法令に基づく申請手続きの不備に関する調査 
・検査等の適切性に関する調査 

の各項目について，記録類の確認を中心に調査を行った。 
また，上記のうち，検査等の適切性に関する調査に関しては，検査経験者に対しア

ンケート調査を行い，目標値・判定値等に対して余裕が小さい等，データ改ざんの動
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機につながる可能性のある項目の洗い出しを行った。その洗い出された項目を意識付

けあるいは思い出しの一助として活用し，積極的な記憶の掘り起こしを行いながら，

平成 18年当時，法定検査業務に携わる社員（約１９００名）を対象にグループ討議を
実施し，そこで抽出された事案について関連する社内資料を調査し，データ改ざんの

有無について確認した。また，法定検査に係るデータ処理の改ざん等の有無を確認す

るために，定期検査工事の主な請負先にも依頼し，「検査妨害に類似することを当社か

ら依頼された記憶があるのか」という質問事項に対する聞取り調査及びアンケート調

査を各社において実施した。 
本件は，調査の対象である上記４項目にはいずれも該当しない事案であった。また，

法令違反やデータ改ざんなどの事実もなかったことは，社外調査団作成の調査結果報

告書に記載のとおりである。 
なお，本件工事の関係者は，開先加工の結果，ひびが除去されて健全となり，溶接

検査にも合格しているので，問題ないものと認識していた。したがって，アンケート

調査等でも課題として抽出されることもなかった。 
 
（４）き裂（ひび）の発生要因の特性等 

柏崎刈羽原子力発電所１号機の原子炉圧力容器水位計装配管取替工事中に発見され

たＮ14 ノズルセーフエンドのひびの調査及び廃棄された旧配管ソケット溶接部の調査
が，平成 10 年から平成 11 年当時に発注先メーカ及び工事実施メーカにより実施され
ていることが確認された。 
平成 10 年当時の発注先メーカの資料では，当該のひびは，「施工時に発生した可能
性が高い」（溶接割れの可能性が高いと同義）と結論づけている。 
以下では，当時の資料をもとに，その後，得られた知見等も踏まえて，当該ひびの

発生要因等について再検討を行う。 
 
ａ．ひびの状況 
１）Ｎ14 ノズルセーフエンドの状況 

   工事実施メーカ保管の資料によれば，４箇所のノズルセ－フエンドのうちＮ14B,C,D
の３箇所に PTの指示模様が確認されている。また，UTも実施しているが，UT指示
箇所は必ずしも PT指示模様と対応した結果は得られていない。 

   Ｎ14B,C,Dに発見されたひびは， 
a.ノズルセーフエンド（ソケット）の軸方向 
b.長さ（切断後内面軸方向長さ）で最大５mm（一部破面調査の結果で６mmの結
果有り） 

c.深さ（切断面径方向深さ）で最大 7.5mm（ソケット部厚さ：8.45mm） 
  であり，Ｎ14B，Ｎ14C，Ｎ14Dの３箇所のノズルセーフエンドに対して，それぞれ８

（資料－４参照） 
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箇所，４箇所，12箇所の計 24箇所が記録されている。 
 
   また，当時のサンプル調査では以下が報告されている。（資料－５参照） 

・母材粒界の鋭敏化は認められなかった。 
・破面の表面は均一な黒色を呈しており，部位による顕著な色の変化はなかった。 
・ひびの中央部は幅が広く，内外面端部で狭くなっていた。 
・内側及び外側のひび端部に硬さの上昇がみられた。 
・ひび先端部の断面観察結果から，ひびは先端が鈍化して丸くなっており，停止し

たひびと判断された。 
 

なお，当該サンプル調査は，Ｎ14B及びＮ14Dの２つのノズルに対して実施されて
いる。当該サンプルは，ひびの状況調査において，確認された PT指示模様が同形態
であったことから，切断後の内面軸方向の指示模様の有無を考慮し，指示模様の多い

当該２つのノズルから抽出されたものと推測される。 
 
 
 
 
 
 
 

図－２ ひび形状イメージ図 
 
（参考）旧配管溶接部等の状況 
   工事実施メーカの資料には，資料－４の図４－１に示される廃棄された旧配管ソケ

ット溶接部等の調査結果も記載されており，Ｎ14A接続配管，Ｎ14B接続配管，Ｎ14D
接続配管の３箇所のソケット溶接部に対してそれぞれ，１箇所，４箇所，２箇所の計

７箇所に１）と同様の PT指示模様が確認されている。 
Ｎ14A 接続配管，Ｎ14B 接続配管，Ｎ14D 接続配管に発見されたひびは，長さ(切

断後内面軸方向長さ)で最大２mm，深さ(切断面径方向深さ)で最大 5.5mm と記録され
ている。 
また，発注先メーカ資料には，「ノズルセーフエンド部とひびの形態は同じと考えら

れる」と報告されている。 
 
 
 

a 

b 

b>a 

深さ 

長さ 
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ｂ．ひびの発生原因調査の検証 
１）ひびの特徴   
ひびの特徴をまとめると以下のようになる。 
①Ｎ14ノズルセーフエンドに発見された 24箇所のすべてのひびは，ソケット側
での軸方向割れであった。なお，ソケット継手モックアップでは，周方向残留

応力が軸方向応力よりも高い値を示した。（資料－６ 図６－１参照） 
②破面は黒色であり，粒界割れの様相を呈していた。 
③大部分のひびは，炉水に接するソケット内面の長さよりも，ソケット板厚方向

の深さ方向に大きい。また最も長いひびの観察結果では，板厚中央部側が最も

長かった。 
④ひびの先端は鈍化していた。 
⑤当該品は低炭素ステンレス鋼製であり，断面調査結果からも，クロム（Cr）
炭化物のような明確な鋭敏化の特徴は認められていない。 

 
２）検討すべき損傷モードと発生可能性の評価 

ひびが発生する可能性のある損傷モードとしては，①疲労, ②隙間腐食，③応力
腐食割れ, ④溶接割れが考えられる。以下，個々についての検討を行う。 
 
①疲労によりひびが発生した可能性 
破面が粒界破面を呈していること，また，当該部近傍にはポンプなど振動源が

なく，繰返し応力の影響が小さいことから，疲労によるものではないと判断され

る。 
 

②隙間腐食によりひびが発生した可能性 
当該部の溶接部近傍では，周方向溶接残留応力が最も高く（資料－６ 図６－

３参照），ひびは周方向応力に垂直な面上に発生していることから，応力因子の

寄与が明確である。したがって，応力因子の影響しない隙間腐食ではないと判断

される。 
 

③応力腐食割れ（以下，SCC）によりひびが発生した可能性 
- 通常運転中，当該部は蒸気環境であり，高温水環境には晒されていない。 
- 切断面観察結果から，ソケット内面（接液面）に開口していないひびが複数
確認されており（図－３（ａ）），ひびは炉水に直接接していなかった可能性

がある。 
- 断面観察結果から，接液面ではひびの開口幅が小さく，内部で拡がっており，

SCC とは様相が異なる。なお，ひび先端が鈍化していることから，進展性は
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ないと推定される。（資料－５ 図５－２－１（２）参照） 
- SCC によりひびが発生したと仮定した場合，一般的にひび長さは開口部で最
大となるが（図－４），確認されたひびは図－３（ａ），（ｂ）のように板厚内

部で長くなっている。（詳細な考察は資料－７参照） 
- 発注先メーカに残っていた実機採取材調査結果には，SCC に影響のある硫黄
（S）などの有害不純物含有量は低いことが報告されている。 

 
 

ソケット
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蒸
気
又
は

結
露
水

ソケット

配管

溶接金属

蒸
気
又
は

結
露
水

 
（ａ）接液面に開口していないひび    （ｂ）接液面に開口したひび 

図－３ 確認されたひびの形態 
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溶接金属

蒸
気
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露
水

ひび長さ

 
図－４ SCCが発生原因である場合に想定されるひびのイメージ図 
 

④溶接割れによりひびが発生した可能性 
- 発注先メーカに残っていた実機材の材料成分調査結果（ミルシート）からリ

ン（P）の含有量が多めであり，クロム当量／ニッケル当量が低いことから，
熱影響部における溶接割れの感受性が比較的高い。（資料－８参照） 

- ひびは接液面ではなく，ソケット端面の溶融境界に沿って発生していた。（図
－３（ａ）および資料－５ 図５－１－２参照） 

- 当該のひびは溶接割れと SCC に共通する特徴である粒界割れであり，また，
破面は酸化により黒色を呈していた。 

 
３）ひび発生の推定原因 

平成 10年当時の発注先メーカの資料には，当該のひびは，溶接施工時に発生し
た可能性が高いもの（溶接割れ）とされている。 
今回，発注先メーカ及び工事実施メーカ資料をもとに再検討したところ，当該の
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ひびは，溶接割れにより発生した場合と共通する特徴が多く，他の考えられる損傷

モードによるひび発生の可能性が低いことから，溶接熱影響部における溶接割れに

より発生したものと推定される。 
また，当該のひびは溶接割れとして発生した後，それを起点として，ソケット継

手に見られる高い周方向溶接残留応力により粒界型応力腐食割れとして進展した

可能性が高く，その後，ひびは鈍化して停留したものと推定される。 
なお，調査の過程で意見を伺った学識経験者からは，当該部ソケットは低炭素ス

テンレス鋼鍛造品の中では初期に製造されたものであることから，含有量の比較的

高い Pが鍛造過程で粒界に偏析し，熱影響部の溶接割れ感受性を高めた可能性も考
えられるのではないか，との意見があった。 

 
５．まとめ 

  柏崎刈羽原子力発電所１号機・第 10回定期検査（平成 10年 10月～平成 11年１月）
時に，計画的に行った水位計装配管取替工事で，取り替えのため，計装ノズルに接続す

る配管を接続部分で切断したところ，切断面にひびを確認したが，当時の対応者の判断

として，国への報告は行わなかった。 
  しかしながら本件は，当社に調査記録が保管されていなかったという点については，

不適切であり，不具合情報として記録・保管しておくべきものであった。さらに，原因

調査等も行っていること，当時使用実績の少ないＳＵＳＦ３１６（低炭素）に発生した

事象であったということから考えると他事業者に対しても情報共有を行い，これらの状

況等について，行政当局に対しても情報提供や相談を行うなどの積極的な対応を行うこ

とが望ましい事象であったと真摯に反省している。 
  原子力施設安全情報申告調査委員会からは「不適合に関する記録について」，「原子力
施設等の安全確保上重要な情報の共有について」の指摘を受けたところであり，これら

についても以下の通り的確に対応していくものとする。 
  現状では，平成 14年の点検・補修作業の不適切な取扱いの再発防止策として不適合管
理プロセスが確立しており，本件事象と同様な不適合が発生した場合には，国へ報告す

ることになる。軽微な事象であっても不適合管理委員会で取り扱いを決め，法令報告対

象外の事象でも，発電所に常駐する保安検査官へ報告するところである。今後も現在確

立されている不適合管理プロセスに従って不適合に関する記録の作成保存を適切に行い，

設備保全等に万全を期していくこととする。 
また，当社の公表基準に基づき適宜公表し，必要に応じてＮUCIA等による事業者間の
情報共有を図っており，品質・安全のより一層の向上の観点から，当時と比べて改善を

進めて来ている。今般明らかになった本件事象についても品質・安全向上のための有益

な情報を含んでいることから事業者間の情報共有を図っていくとともに保安院にて予定

されている技術的な評価・検討にも積極的に情報提供していくこととしたい。 
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当社においても，平成 14年以降社内通報制度を整備しており，このような制度によっ
て得られる情報には，本件事象のような品質・安全の向上に資する情報も含まれること

もあることを重視して，社員はもとより発電所に働く人たちの間で気がかりな情報につ

いては，パートナーシップ委員会*1等でその共有が図れるよう努めていくこととする。 
これらの取り組みを継続していくことにより今後とも，情報共有・不適合管理の適切

な運用に努めるとともに，透明性や対外的な説明性を確保していくこととする。 
以 上 

 
＊1 パートナーシップ委員会： 

  構内で働く社員及び協力企業から寄せられた発電所運営や設備に関する意見・要望を審議

し，回答をすることにより，協働感醸成への寄与と発電所の一層の安全性向上と効率的運

営に資することを目的とした委員会。 
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 Ｎ14 ノズルセーフエンドの検査による健全性確認  

 
目視試験（MVT-1），放射線透過試験（RT）及び超音波探傷試験（UT）による現時

点でのノズルセーフエンド／配管取り合い溶接部廻りの健全性の確認を行った。その

結果，ひび等の欠陥は確認されなかった。 
 

１）目視試験（MVT-1） 
対象ノズルセーフエンドの配管取り合い溶接部廻りについて，JSME「維持規格」

（2008）に準じた目視試験（MVT-1）を実施した。 
    （検査範囲） 

 
 
 
 
 
 

図１－１ MVT-1 による試験範囲 
 
その結果，有意な指示模様，ひび等は確認されなかった。（添付－１－１参照） 

 
２）放射線透過試験（RT） 

対象ノズルセーフエンドの配管取り合い溶接部廻りについて，放射線透過試験を実

施した。 
   試験の結果，JSME「溶接規格」（2007）表－７に示される判定基準を満たすもので

あることが確認された。（添付－１－２参照） 
 
３）超音波探傷試験（UT） 

解析による健全性確認を実施するために，超音波探傷試験によりノズルセーフエン

ド側の加工に伴う荷重作用点の位置（図１－２のａ寸法）が施工時の図面に示される

最小寸法（9.6mm）を満足しているかを確認した。 
   試験の結果，開先部の寸法は図面に示される要求寸法を満足していることが確認さ

れた。（添付－１－３参照） 
 
 
 
 

25 
ノズルセーフエンド 配管 10 

MVT-1 実施範囲

資料－１ 

 ノズルセーフエンド 

評価上の荷重作用点

ａ

配管 
ノズルセーフエンド

 

図１－２ Ｎ14 ノズルセーフエンド開先部 
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また，二次応力についても，現状の配管ルートにおける二次応力評価に用いる配管

反力（熱変形力，設計地震荷重（二次））が建設時の工認荷重条件に包絡されること（表

１－１，表１－２参照），ソケット部深さが変更となっても熱サイクル条件は変わらな

いことから，一次応力と同様に建設時工認との差異はなく，一次＋二次応力評価およ

び疲れ解析評価は JSME「設計・建設規格」（2005）に規定される許容値を満足すること

を確認している。 

代表として，内圧，設計外荷重（死荷重および設計地震荷重（一次））を組み合わせ

た供用状態Ｃにおける一次応力の計算結果を表１－３に示す。 

以上のことから，応力強さは， JSME「設計・建設規格」（2005）に規定される許容値

を満足することから，健全性は確保されている。
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表１－３（１） 計算結果（工認形状） 

 

 

表１－３（２） 計算結果（現形状） 

 

 
 
 
 
 
 

 

一次一般膜応力 (Pm) 

(N/mm2) 
一次膜＋一次曲げ応力 (PL+Pb) 

(N/mm2) 部分及び 

材料 
応力強さ 許容値 応力評価面 応力強さ 許容値 応力評価面

ノズル     

セーフエンド 

(SUSF316) 

46 142 P01-P02 54 201 P01-P02 

一次一般膜応力 (Pm) 

(N/mm2) 
一次膜＋一次曲げ応力 (PL+Pb) 

(N/mm2) 部分及び 

材料 
応力強さ 許容値 応力評価面 応力強さ 許容値 応力評価面

ノズル     

セーフエンド 

(SUSF316) 

46 142 P01-P02 54 201 P01-P02 
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Ｎ14ノズルのセーフエンドに係る当時の施工状況フロー図
 Ｎ14B,C,D （7/7)

No 11 作業内容：

具体的作業：耐圧試験
外観検査

耐圧試験、外観検査

外観確認範囲（推定）
(結果：良)

・（）内寸法は推定値 資料-3-7



 当時のひびの状況  

資料-4-1 

当時のひびの状況についての調査箇所，調査方法及び調査結果は次のとおりである。 
 
１．Ｎ14 ノズルセーフエンド及び接続配管の調査箇所 
 
 
 
 
 
 
 
 
※上記の他にＮ13 ノズルセーフエンド及びほう酸水注入系配管の UT 調査が実施されて

いる。 
 
２．調査方法 
（１）浸透探傷試験（PT） 

配管を抜管した後，PT 検査を実施（PT 実施箇所は図４－２参照） 
 
（２）超音波探傷試験（UT） 

ソケット先端部に対して，周方向斜角探傷による UT 検査を次のとおり実施（UT 概

念図は図４－３参照） 
 

①方法；周方向斜角(45°)探傷 
②使用探触子；周波数５MHｚ，振動子径 1/4 ｲﾝﾁ  
③基準感度；セーフエンドと同等の材質，口径，板厚の対比試験片の深さ４mmEDM

ノッチが CRT100%となる感度 
④探傷範囲；図４－２に示す UT 探傷範囲 
⑤記録；CRT20%以上の指示について，指示位置，軸方向長さ及び最大エコー高さ

を記録 
 
 
 
 
 
 
 

図４－１ Ｎ14 水位計装配管調査箇所 

資料－４

図４－２ 試験範囲（PT，UT）

抜管後 PT 箇所 
10 

UT 探傷範囲

ノズルセーフエンド
又はソケット 

①

② ③

④
⑤

⑥

⑧

Ｎ14 ﾉｽﾞﾙｾｰﾌｴﾝﾄﾞ 
 

ｺﾝﾃﾞﾝｽﾎﾟｯﾄ

原子炉
圧力容器
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３．調査結果 

PT 指示／UT 検出位置を図４－４（１）～図４－４（６）に，記録の取り纏め結果を

表４－１に示す。 
表４－１においては，図４－１に示す溶接継手部に対して，PT または UT で指示があ

った位置（方位），切断端面での PT 指示寸法，及び UT エコー高さを纏めている。 
以下に，検出されているひびの状況を示す。 

 
（１）Ｎ14 ノズルセーフエンド（図４－４（１）～図４－４（３）参照） 

Ｎ14B，C，D ノズルセーフエンド部に PT 指示模様及び UT 指示が確認されている。

なお，UT 指示箇所は，必ずしも PT 指示と対応した結果は得られていない。 
 
（２）Ｎ14 接続配管（図４－４（４）～図４－４（６）参照） 

PT については，調査した 24 継手のうち３継手に PT 指示が確認され，UT について

は，調査した 24 継手のうち 15 継手に UT 指示が確認されている。 
なお，UT 指示箇所は，必ずしも PT 指示と対応した結果は得られていない。 

 
図４－３ UT 概念図 
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図４－４（１） Ｎ14B ﾉｽﾞﾙｾｰﾌｴﾝﾄﾞ PT 指示／UT 検出位置 

図４－４（２） Ｎ14C ﾉｽﾞﾙｾｰﾌｴﾝﾄﾞ PT 指示／UT 検出位置 

CW：超音波入射方向が時計回り方向 
CCW：超音波入射方向が反時計回り方向
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図４－４（３） Ｎ14D ﾉｽﾞﾙｾｰﾌｴﾝﾄﾞ PT 指示／UT 検出位置 

図４－４（４） Ｎ14A 接続配管 PT 指示／UT 検出位置 
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図４－４（５） Ｎ14B 接続配管 PT 指示／UT 検出位置 

図４－４（６） Ｎ14D 接続配管 PT 指示／UT 検出位置 



 

資料-4-6 

 

　

備　考
符号 ﾉｽﾞﾙor継手番号 方位（°） 軸方向長さ 深さ ｴｺｰ高さ（％） 検出方向
N１４Ａ① N１４Ａ 50 25 ＣＣＷ
N１４Ａ① N１４Ａ 320 20 両側
Ｎ１４Ｂ① Ｎ１４Ｂ 90 3 6 85 両側
Ｎ１４Ｂ① N１４B 173 1 １～５ 30 両側
Ｎ１４Ｂ① N１４B 200 5 １以下 52 両側
Ｎ１４Ｂ① N１４B 270 3 5 75 両側 破断の結果、軸方向長さ約６mm
Ｎ１４C① N１４C 0 2 4 68 両側
Ｎ１４C① N１４C 30 3 3 82 両側
Ｎ１４C① N１４C 150 0 1 30 両側
Ｎ１４D① N１４D 0 0 3.5 検出せず - 破断の結果、軸方向長さ小
Ｎ１４D① N１４D 60 2 7.5 58 ＣＣＷ
Ｎ１４D① N１４D 290 5 6 52 ＣＷ 破断の結果、軸方向長さ約６mm
Ｎ１４D① N１４D 315 0.5 ５～６．５ 43 ＣＣＷ
N１４Ａ② 665-M26-S10 120 0.5 3.5 60 両側
Ｎ１４Ｂ② 665-M10-S10 40 0.5 2.5 45 両側
Ｎ１４Ｂ② 665-M10-S10 55 0.5 0.5 検出せず -
Ｎ１４Ｂ② 665-M10-S10 120 2 5.5 60 両側
Ｎ１４Ｂ② 665-M10-S10 130 2 5.5 80 両側
Ｎ１４D② 665-M18-S11 15 内面指示無し 4 45 両側
Ｎ１４D② 665-M18-S11 35 内面指示無し 2 20 ＣＷ
N１４Ａ③ 665-M26-S11 100 30 両側
N１４Ａ④ 665-M26-S01 105 30 両側
N１４Ａ④ 665-M26-S01 180 25 ＣＣＷ
N１４Ａ⑤ 665-M26-S20 UT指示無し -
N１４Ａ⑥ 665-M26-S02 110 50 両側
Ｎ１４Ｂ③ 665-M10-S01 60 20 ＣＷ
Ｎ１４Ｂ③ 665-M10-S01 105 35 ＣＣＷ
Ｎ１４Ｂ③ 665-M10-S01 270 20 ＣＣＷ
Ｎ１４Ｂ④ 665-M10-S20 210 45 ＣＷ
Ｎ１４Ｂ④ 665-M10-S20 220 30 ＣＣＷ
Ｎ１４Ｂ⑥ 665-M10-S02 125 17 ＣＷ
Ｎ１４C③ 665-M01-S10 300 25 ＣＷ
Ｎ１４C④ 665-M01-S01 10 33 ＣＷ
Ｎ１４C④ 665-M01-S01 70 43 ＣＣＷ
Ｎ１４D③ 665-M18-S10 UT指示無し -
Ｎ１４D④ 665-M18-S01 340 45 ＣＣＷ
Ｎ１４D④ 665-M18-S01 315 40 ＣＷ
Ｎ１４D⑤ 665-M18-S20 345 45 ＣＣＷ
Ｎ１４D⑥ 665-M18-S02 300 35 ＣＣＷ
N１４Ｂ⑧ 665-109-F35 270 32 ＣＣＷ ２５Ａ

・エコー高さ；ノイズレベルを５～１０％ＣＲＴとしたときのＣＲＴ％を示す。
・検出方向；周方向深傷における検出方向を示す。（両側；ＣＷ，ＣＣＷ共に検出した場合）

ＰＴ指示無し
ＰＴ指示無し
ＰＴ指示無し

-

ＰＴ指示無し
ＰＴ指示無し
ＰＴ指示無し
ＰＴ指示無し

-
ＰＴ指示無し
ＰＴ指示無し
ＰＴ指示無し

ＰＴ指示無し

ＰＴ指示無し
ＰＴ指示無し
ＰＴ指示無し

指示位置 切断端面PT指示（mm） UT指示

ＰＴ指示無し

表４－１ 記録の取り纏め表 

＊：Ｎ14A③については，切断調査における配管側
に PT 指示（３箇所）を検出している。 

メーカ作成資料より転記 
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 当時のサンプル調査結果  
 

 当時のサンプル調査での報告は以下のとおりである。（発注先メーカ資料より抜粋） 
 

（「ひびの原因調査の中間報告」に関する資料（平成 10 年 11 月 25 日）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（「ひびの原因調査結果について報告を受けた」際の資料（平成 10 年 12 月 16 日頃）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお，当該サンプル調査は，Ｎ14B 及びＮ14D の２つのノズルに対して実施されている

が，当該サンプルは，ひびの状況調査において，確認された PT 指示模様が同形態であっ

たことから，切断後の内面軸方向の指示模様が確認されているものや確認されていないも

のを含むように，指示模様の多い当該２つのノズルから抽出されたものと推測される。 
 
 
 

資料－５
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サンプル調査結果 

○破面観察結果 
図５－１－１      破面外観観察結果 
図５－１－２      Ｎ14D ＳＥＭ－２ 破面 SEM 観察結果 

 
○端面ミクロ観察結果 

図５－２－１（１）（２） Ｎ14D 端面ミクロ観察結果 
図５－２－２（１）    Ｎ14B 端面ミクロ観察結果 

 
○断面ミクロ観察結果 

図５－３ 断面ミクロ観察結果（Ｎ14D から採取） 
 

○硬さ試験結果 
図５－４－１ 硬さの板厚方向の分布 
図５－４－２ 硬さの軸方向の分布 
図５－４－３ ひび近傍の硬さ分布 
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図５－１－１ 破面外観観察結果 
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図５－１－２ Ｎ14D ＳＥＭ－２ 破面ＳＥＭ観察結果 
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図５－２－１（１） Ｎ14D 端面ミクロ観察結果 
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図５－２－１（２） Ｎ14D 端面ミクロ観察結果（ノーエッチング） 
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 図５－２－２（１） Ｎ14B 端面ミクロ観察結果 
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図５－３ 断面ミクロ観察結果（Ｎ14D から採取：１０％しゅう酸エッチング後） 
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図５－４－２ 硬さの軸方向の分布（ビッカース硬さ 荷重：1 kg-f） 

図５－４－１ 硬さの板厚方向の分布（ビッカース硬さ 荷重：200 g-f） 
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図５－４－３ ひび近傍の硬さ分布（Ｎ14D） 

観察部
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資料－６

図６－１ ５０A ソケットのひずみ解放法による残留応力計測結果 
（試験体 RS１：４パス溶接） 

 ソケット継手のモックアップによる残留応力測定  
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 ひびの進展形態に基づく発生メカニズムの推定  

 
 

１. 調査結果に基づく代表的なひび形状の推定と分類 

ソケットの端面および内面の浸透探傷試験(以下，PT)結果(資料－４ 図４－４参照)に
よると，確認された PT 指示 24 個の中に，ソケット内面（接液面）側に開口していない

ひび（図７－１）が 11 個確認された。 
当該配管の切断は，溶融境界からソケット母材側に 1～2 mm 程度の位置で行われたと

されていることから，図７－２に示すように，切断時に開口部が除去された可能性も否定

できないが，いずれの場合においても，ひびの内面側の開口部幅は，板厚内部でのひび幅

よりも小さいと判断できる。 
 

 

図７－１ ソケット内面の接液面側に開口していないひび 

 

切断位置

板厚内部でのひび幅

ひび内面開口部の幅

配管切断

 

図７－２ 配管切断時に開口部が除去された 

 
 

開口部の幅が板厚内部のひび幅と比較して小さい傾向は，発注先メーカにより実施され

た破面調査結果（資料－５ 図５－１－１参照）においても，特にＮ14Ｄ-SEM-2, 
N14B-SEM-1 において明瞭に観察される。 

N14D-SEM-1 については，ソケット内外面のわれ残り部が他の 2 例と比較して小さいが，

上述の端面 PT 結果や，破面様相の顕微鏡観察結果では，他と同様な傾向が認められてお

り，いずれのひびも同一のメカニズムにより生じたと判断される。 
 

資料－７ 
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したがって，現状で確認されている知見の範囲では，実機で確認されたひび形状は以下

の 3 通りに分類できる（図７－３参照）。 
-Type A: 内面に開口部のないひび(資料－４ 図４－４の PT 指示結果の中で，内面

の軸方向長さが記載されていないもの) 
-Type B: 内面に開口部があるが，軸方向幅の小さいひび (資料－５ 図５－１－１

の N14D SEM-2) 
-Type C: 軸方向幅が大きく，ソケット内外面近傍のわれ残りが明瞭なひび（資料－

５ 図５－１－１の N14D SEM-1） 
一方，後述のように，内表面を起点として SCC が発生・進展したと仮定すると，予測

されるひび形状は，図７－３(d)に示すように，内表面側において最大幅になると考えら

れ，これを Type D と分類する。 
-Type D: 内面側開口部で最大幅となる形状のひび 

（N14D SEM-1 については，内面側開口部の幅と比較すると，板厚内部のひび幅が若干な

がら大きいことから，Type C に分類されると判断した。） 
 

 

(a) Type A: 接液面開口のないひび   (b) Type B: 接液面開口のあるひび 

ひび内面開口部の幅  

(c) Type C: 軸方向幅のひびが大きく，    (d) Type D: 開口部で最大幅となるひび 
両端にわれ残りのあるひび 

図７－３ ひび形状の分類 

 

２. ひびの進展メカニズム 

ひびの発生原因としては，溶接時の熱影響部(HAZ)の高温割れと SCC が考えられる。高

温割れの場合，ひびは溶接時に溶融点直下まで加熱された部位に生じる。したがって，溶

融境界からひび先端までの幅が 5 mm を超えるひび（資料－５ 図５－１－１の N14D 
SEM-1 や N14B SEM-1）については，高温割れのみでは説明できず，ひびの発生と進展の
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メカニズムを独立に検討する必要がある。 
ひびの進展に想定されるメカニズムとしては，(1)破面が粒界割れであること，(2)何ら

かの原因で内面に開口したひびが発生すれば，蒸気環境中においても毛細管現象によりひ

び内部に凝縮水が存在し得ること，(3)ソケット溶接継手では，周方向に高い引張り残留

応力が存在すること，などから，SCC である可能性が高いと考えられる。 
 

３. ひびの発生メカニズムによるその後の進展形状の推定  
図７－４は，ひび発生のメカニズムごとに想定される初期ひび形状と，その後に考えら

れるひびの進展形態のフローを示す。 
フロー中の太実線矢印，実線矢印，破線矢印は，凡例中に示すように，当該の形態の進

展が生じる可能性が高い，中程度，低いことをそれぞれ示す。 
以下に，各過程の発生可能性と，その判定の根拠を示す。 

 

３.１ 初期のひび形状の推定 

図７－４の左側に，ひびの発生メカニズムごとに推定される初期のひび形状を示す。

ソケット継手では，周方向の力学的拘束が強いことから，高温割れ，SCC によらず，

ひびは軸方向に発生しやすい。 
発生原因として高温割れを想定した場合，ひびは溶融境界近傍にのみ発生することか

ら，図７－４左上に示すように，溶融境界に沿った細長い形状になると考えられる。ま

た，手動溶接による溶接条件のばらつき等により，発生した溶接割れは，内面側に開口

しない場合(i)と開口する場合(ii)の双方が考えられる。 
一方，SCC としてひびが発生したと想定すると，確認された Type A のひび 11 個につ

いては，いずれも配管切断時に開口部が除去されたことになる。配管の切断位置は溶融

境界から 1～2 mm 程度であったことから，ひびの起点（内表面側開口部）は溶融境界

の極近傍に位置し，その開口部の幅は 1～2 mm 程度以下であったと考えられる(iii)。 
 

３.２ 起点を高温割れと想定した場合 

(a) Type A の可能性 

図７－４フロー①に示すように，高温割れとして発生したひびが内面側に開口して

いない場合，その後の SCC としての進展は生じないため，ひび形状は不変である。こ

れにより Type A のひびの発現が矛盾なく説明できる。 
(b) Type B の可能性 

フロー②に示す通り，溶接割れが内面に開口していた場合，配管内が蒸気環境下で

あっても，ひび内部には凝縮水が存在し得る。SCC としての進展量が比較的小さい場

合には，Type B のひびの発現は矛盾なく説明できる。 
また，配管の切断位置によっては，Type A のひびともなり得る。 
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(c) Type C の可能性 

上述の(b)と同様であるが，軸方向の SCC 進展量が大きい場合は，Type C となり得

る。配管内外表面近傍のわれ残りと同様な様相は，CT 試験片を用いた実験室レベル

での SCC 試験においてもよく観察されているものであり，ひびの進展方向が配管軸方

向であったと考えると，特異的な事象ではない。 
また，資料－５の図５－２－１のひび断面写真においては，ひび開口部の幅が，板

厚内部のひび開口幅と比較して小さく，SCC が内面側から進展したときに想定される

様相とは異なっていた。しかしながら，進展が軸方向であったと仮定すれば，進展方

向に対して両端に位置するソケット内外面側において，開口量が小さいことは矛盾な

く説明される。 
 

３.３ 起点を SCC と想定した場合 

(a) Type A の可能性 

当該部でのひびが SCC として発生・進展するためには，ひびが内表面側に開口部を

有し，蒸気環境に接している必要がある。したがって，Type A の発現は，Type B のひ

びの開口部が配管切断時に除去されることによってのみ可能であり，その可能性は次

項で評価する。 
(b) Type B の可能性 

SCC として発生したひびが Type B のような最終形状に至るためには，フロー④→⑤

のように，ひびが高いアスペクト比（深さ／開口幅）を保持したまま，深さ方向のみ

に進展したと考える必要がある。 
ひびのアスペクト比が大きくなると，ひび最深部のき裂進展力（応力拡大係数）は，

ひび表面部と比較して小さくなるため，ひびは表面方向（幅を広げる方向）にも進展

するか，深さ方向の進展が停止すると考えられ，Type B のような深さ方向のみの進展

が生じることは考えにくい。（金属組織の影響を強く受ける Ni 基合金の溶接金属では，

アスペクト比の高いひび進展事例が多いが，オーステナイト系ステンレス鋼の母材で

は一般的でない。） 
(c) Type C の可能性 

最終的な Type C のひび形状に至るには，軸方向に SCC が進展する場合（C-I）と，

放射状に進展する場合(C-II)が考えられる。 
フロー④に示すように，初期に SCC が深さ方向へ優先的に進展したと仮定すると，

その後の進展形態（⑥）は，上述③と同様に可能である。ただし，初期段階である④

の可能性は低いことから，C-I の発現可能性も低いと判断される。 
フロー⑦に示すように，初期の段階からひびが放射状に進展し，Type C-II に至ると

考えると，われ残りを生じたソケット内面近傍では，何らかの理由でひびの進展が遅

かったことになる。しかしながら，以下に示す理由から，当該部では，むしろ内表面

近傍での進展が優先しやすいと考えられることから，フロー⑦の可能性も低いと判断
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される。 
-周方向残留応力は外面側より内面側の方が高い（資料－６ 図６－３）。 
-ソケット内面側では硬さ上昇が認められることから（資料－５ 図５－４－３），

材料面での SCC 感受性は，相対的な硬さの低い板厚内部よりも，表面の方が高い。 
(d) Type D の可能性 

初期から SCC として発生・進展する場合，上記(c)の理由から，ひび形状は表面開口

部で最大幅となる「Type D」になると考えるのが一般的である。 
しかしながら，実機調査結果では，少なくとも 45%以上(24 個中 11 個)のひびが，Type 

D とは明確に異なる様相を呈していた。また，残りの「PT 指示の軸方向長さが 0 でな

いひび」についても，板厚内部でのひび幅が調査されていないものの，同様な傾向を

示すものが存在する可能性は少なくない。 
 

4. まとめ 

以上の検討から，ひびの起点が高温割れであると仮定すると，実機で確認された最終的

なひび形態の中で，少なくとも 45%以上を占める Type A～C の発現が矛盾なく説明でき

る。一方，起点を SCC であると仮定した場合，予測されるひび形状は主に Type D となり，

実機事象の多くが説明できない。 
したがって，当該部に確認されたひびは，溶接割れが主因となって発生し，その中で接

液面側に開口を有していた一部のひびが SCC により軸方向に進展したものと推定される。 
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図７－４  ひびの発生メカニズムごとに想定される進展形態のフロー 
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